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地 域 要 件 の 設 定  

 

 

１ 地域要件 

① 施工場所の市町村を含む、県北・県南地域のいずれかの地域に主たる営業所があること。 

  ② 県北・県南の地域区分は以下のとおり。 

盛岡市､矢巾町､紫波町､雫石町､滝沢村､八幡平市､岩手町､葛巻町､宮古市､山田町 県北地域 

 岩泉町､田野畑村､久慈市､洋野町､野田村､普代村､二戸市､一戸町､九戸村､軽米町 

花巻市､遠野市､北上市､西和賀町､奥州市､金ヶ崎町､一関市､平泉町､藤沢町､陸前高田市 県南地域 

住田町､大船渡市､釜石市､大槌町 

 

  ③ 設計額１億円以上の工事は②の地域によらず、県内全域を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 


